
１２１FXシステム口座開設申請代行申込書１２１FXシステム口座開設申請代行申込書１２１FXシステム口座開設申請代行申込書１２１FXシステム口座開設申請代行申込書（お客様控）

申込日

代行費用

□　121FX専用口座 294,000円 万円(税込)

□　121FX専用mini口座 115,500円 万円(税込)

携帯電話

電子メール

生年月日

申込口座種別 代行費用

西暦　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

　入金予定金額

＠

１２１FXシステム口座開設申請代行申込書１２１FXシステム口座開設申請代行申込書１２１FXシステム口座開設申請代行申込書１２１FXシステム口座開設申請代行申込書（会社提出用）

印印印印

フリガナ

TEL

FAX

平成　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

※英大文字でご記入下さい

㊞

〒　　　　　　　-

英字表記
（パスポートと同じスペル）

入金予定金額

お申込者名
（法人の場合は法人名）

購入申込契約条項

申込日

お申込者名
（法人の場合は法人名）

ご住所

振込先

平成　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

フリガナ

印

フリガナ

〒　　　　　　　-

   三菱東京UFJ銀行　赤坂支店　（普）００１５３７３　アイフロンティア
（カ

ご住所

フリガナ 申込口座種別

1． 申込者（以下、「甲」という）は、「FX システム口座開設申込パック」（以下「本契約商品」という）の購入及びその使用に関

して（外国為替拠金取引自動売買システムを含む）下記事項を承諾いたします。 

2． 申込者は本件商品を利用して、資金運用を行った場合であっても、外国為替拠金取引は、市場にしたがって変動するも

であり、利益及び利益幅 が保証されたものではないこと、損失を被るおそれがあることについて、説明をうけ、十分に認識

し、理解した。 

3． 申込者が本件商品を利用、外国為替拠金取引を行った場合に被った直接又は間接損害について、製造元（以下「乙」

と いう）、総代理店（以下、 「丙」という）、及び代理店、特約店（以下、「代理店等」という）は、事由の如何を問わず、

一切の責任を負わない 

4． 本件商品の納入前に生じた本件商品の滅失、毀損又は変質等は甲の責に帰すべきものを除き甲の購入先の負担とし、

本件商品の納入後に 生じたこれらの損害については甲の負担とする。 
□　121FX専用口座 294,000円 万円(税込)

□　121FX専用mini口座 115,500円 万円(税込)

フリガナ

銀行 支店

口座種別

口座番号

フリガナ

本人証明書類 販売者(申請代行会社)　　　　 　　　申込者は申込書面又は契約書面交

住所確認書類 　　　〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-50 赤坂タワーレジデンス1509　　　付日からその日を含めて８日以内で

　　　あれば書面により契約申込の撤回ま

　　　たは解除をすることができる。

1,商品名 121FX口座開設申込パック

2,販売価格 294,000円（税込み）

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-50 赤坂タワーレジデンス1509 3,代金の支払い時期、方法 契約締結後4日以内

4,商品の引渡し時期 契約締結後14日～1ヶ月以内

5,契約の撤回（解除）事項 クーリングオフ規定による

6,商品の形式または種類 書類、書籍

AI Frontier株式会社AI Frontier株式会社AI Frontier株式会社AI Frontier株式会社

銀行名

　

□普通　　　　　　　　□当座

郵送先（申請代行会社）

　　三菱東京UFJ銀行　赤坂支店　（普）００１５３７３　アイフロンティア
（カ

振込先

備考

□　免許証　　　　　　　　　□　パスポート+住所確認書類

クーリングオフに関する規定

【担当者名】

・住所証明書類が本人名義のもの（同居家族宛になっている場合は不可）

・本人証明書類は、上記のいずれか１点

TEL: 03-5545-4206  FAX: 03-5545-4207

□　公共料金請求書　　　□　住民票　　　　　　　（パスポートを選択した人のみ記入）

TEL: 03-5545-4206  FAX: 03-5545-4207

口座名義

取次コード 取次コード

　AI Frontier株式会社　AI Frontier株式会社　AI Frontier株式会社　AI Frontier株式会社

特定商取引に基づく表示

1． 申込者（以下、「甲」という）は、「FX システム口座開設申込パック」（以下「本契約商品」という）の購入及びその使用に関

して（外国為替拠金取引自動売買システムを含む）下記事項を承諾いたします。 

2． 申込者は本件商品を利用して、資金運用を行った場合であっても、外国為替拠金取引は、市場にしたがって変動するも

であり、利益及び利益幅 が保証されたものではないこと、損失を被るおそれがあることについて、説明をうけ、十分に認識

し、理解した。 

3． 申込者が本件商品を利用、外国為替拠金取引を行った場合に被った直接又は間接損害について、製造元（以下「乙」

と いう）、総代理店（以下、 「丙」という）、及び代理店、特約店（以下、「代理店等」という）は、事由の如何を問わず、

一切の責任を負わない 

4． 本件商品の納入前に生じた本件商品の滅失、毀損又は変質等は甲の責に帰すべきものを除き甲の購入先の負担とし、

本件商品の納入後に 生じたこれらの損害については甲の負担とする。 

5． .天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の

事故、その他不可抗力により、 契約の全部または一部について、履行の遅延もしくは不能が生じた場合、乙、丙及び代

理店等はその 責任を負わないものとする。 

6． .甲は、乙、丙及び代理店等のいかなる財産についても差押、仮差押もしくはその他の強制執行手続の開始又は保全命

令の申立を行わないもの とし、かかる申立を行う権利を予め放棄する。 

7． 乙、丙及び代理店等は、甲が支払った本件商品代金について、クーリング・オフ期間終了後はいかなる理由があろうとも、

返金しない。 

8． 甲は、本件商品を使用して専用口座を開設した場合、本契約全ての条件を受諾したものとみなす。 

9． 甲は、本件商品を第三者に譲渡及び貸与することはできない。 

10． 運用の効率を上げるため、FX 取り扱い会社を変更することがありあります。 

11． 甲は、本契約締結後、速やかに本件商品の代金を指定の支払い方法により支払うものとする。 

12． 本契約の契約期間は、専用口座から甲の資金金額を引出すまでとする。 

13． 本契約に関する甲と乙、丙及び代理店等間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

1． 申込者（以下、「甲」という）は、「FX システム口座開設申込パック」（以下「本契約商品」という）の購入及びその使用に関

して（外国為替拠金取引自動売買システムを含む）下記事項を承諾いたします。 

2． 申込者は本件商品を利用して、資金運用を行った場合であっても、外国為替拠金取引は、市場にしたがって変動するも

であり、利益及び利益幅 が保証されたものではないこと、損失を被るおそれがあることについて、説明をうけ、十分に認識

し、理解した。 

3． 申込者が本件商品を利用、外国為替拠金取引を行った場合に被った直接又は間接損害について、製造元（以下「乙」

と いう）、総代理店（以下、 「丙」という）、及び代理店、特約店（以下、「代理店等」という）は、事由の如何を問わず、

一切の責任を負わない 

4． 本件商品の納入前に生じた本件商品の滅失、毀損又は変質等は甲の責に帰すべきものを除き甲の購入先の負担とし、

本件商品の納入後に 生じたこれらの損害については甲の負担とする。 

5． .天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の

事故、その他不可抗力により、 契約の全部または一部について、履行の遅延もしくは不能が生じた場合、乙、丙及び代

理店等はその 責任を負わないものとする。 

6． .甲は、乙、丙及び代理店等のいかなる財産についても差押、仮差押もしくはその他の強制執行手続の開始又は保全命

令の申立を行わないもの とし、かかる申立を行う権利を予め放棄する。 

7． 乙、丙及び代理店等は、甲が支払った本件商品代金について、クーリング・オフ期間終了後はいかなる理由があろうとも、

返金しない。 

8． 甲は、本件商品を使用して専用口座を開設した場合、本契約全ての条件を受諾したものとみなす。 

9． 甲は、本件商品を第三者に譲渡及び貸与することはできない。 

10． 運用の効率を上げるため、FX 取り扱い会社を変更することがありあります。 

11． 甲は、本契約締結後、速やかに本件商品の代金を指定の支払い方法により支払うものとする。 

12． 本契約の契約期間は、専用口座から甲の資金金額を引出すまでとする。 

13． 本契約に関する甲と乙、丙及び代理店等間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 




